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新風は、大東亜戦争敗戦後の戦後政治のゆがみを正せる、

ただ一つの政党です。国家意識なき利権・保身・反日の

既成政党に真正面から挑戦し、独立自尊の気概を回復し

て有徳強国の日本を志す維新政治勢力です。

維新政党・新風
令和四年 政策公約

わが党のキャッチフレーズは「めざめよ日本」「とりもどせ国家の誇りと日本のくら

し」ですが、この「国家の誇り」とは即ち「国民の誇り」であつてこそ成り立つもの

であるといふことを覚らなければなりません。果たして現在の私共に「国民の誇り」

といふものが実感できるでせうか。

平成から令和への御代替りの中で私共の誇りが、皇室伝統と共に祖先たちが営々と

築いてきた文化と伝統に基づいてゐることに改めて思ひを致しましたが、それはわが

国の長い歴史の経過の中で育まれてきたものです。しかしながら戦後いはゆる自虐史

観が蔓延し、私共の誇りが大きく損はれてしまつてゐるのが実状です。謂無き自虐史

観を一刻も早く払拭し、正しい歴史認識を回復することが先づ喫緊の課題です。

現在北朝鮮に私共の同胞が多数拉致されてをりますが、わが国はただ「人権」とい

ふ単語を唱へて米国に依存するだけで一向に解決できる見込みがないのは周知の通り

です。それは「人権」を守るべき主権国家として「国権」の発動がなされないからで

す。当然行はれるべき「国権」の発動が全くできないのは、「国家の誇り」を喪失せし

めた現行占領憲法にその原因があることは明白です。

私共維新政党・新風は、大東亜戦争敗戦後の占領政策によつて歪曲された歴史を是

正し、占領政策によつて押しつけられた現行占領憲法体制(戦後体制)を打破すること

によつて正統なる国家意識を回復して、「人権」を守る誇りある「国権」を確立するこ

とを志向してをります。
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現行憲法は、占領期間中に国際法及び国際条約に違反して、米軍の銃剣の下で強制

的に制定された翻訳憲法であることは既に広く知られてゐるところです。

本来、昭和27年4月28日のサンフランシスコ講和条約の発効によつてわが国が占領

を解除され、形式的ではありますが、主権が完全に回復された時点において占領基本

法に類するものは全て失効したはずなのですが、当時の為政者たちが肝賢な手続きを

怠ってしまつたがために、不当なる占領体制がそのまま戦後体制へと継続して今日に

至つてをり、もろもろの問題が引き起こされてゐます。

近年やうやく情勢論としての改憲論議が起こつてきてをりますが、特に自民党が主

張する第9条に自衛隊の存在を明記するといふ方針はあくまでも戦後体制を温存した上

での思考にしか過ぎず、今こそ戦後体制を継続する戦後の「虚妄」を完全に払拭し、

占領軍及びそれに呼応迎合した国内勢力によつて歪曲せられた法治体系を正常化する

ことを国民自身が自覚しなければなりません。これが現実的に可能か否か、との情勢

論に惑はされることなく、わが国の主権回復を本質的な次元で認識する必要がありま

す。国家の根本法典である憲法は、その制定経過・手続が先づ問はれなければなりま

せん。

現在緊急の課題となつてをります「皇室典範」についても、わが国の法治体系とし

ての政務法と宮務法との弁別を明瞭にしなければなりません。戦前においては、宮中(皇

室)と府中(政府)との弁別がはつきりしてをり、それに基づいての宮務法としての皇室

典範、政務法としての憲法とのやうに法治体系が確立してゐました。つまり宮務法は

権力闘争を超越したところの法規であり、それは皇室の自立主義に基づいて成立して

ゐるのです。このやうに整然と成り立つてゐたわが国の法治体系を占領軍は国際法及

び国際条約を踏みにじつて歪曲したがために法秩序が崩壊し、皇室に対しての不敬な

る問題も生じてゐるのが現状です。

又、皇位は男系継承を原則とし、皇室の藩屏たる現宮家の減少を止め維持するため、

緊急措置として現行皇室典範を改正して養子制(旧宮家の男子)の導入を図らなければ

なりません。

私共維新政党・新風は、法治の原理原則を遵守するために、国民生活から甚だしく

乖離し、わが国の歴史伝統から断絶してゐる現行占領憲法を速やかに失効させ、手続

上、帝国憲法を復元、即改正といふ手続を経て真の主権回復を体した憲法を制定する

ことを強く主張してゐます。
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○現行憲法破棄(無効宣言)、帝国憲法復元・即改正

○憲法改正に名を借りた戦後体制延命糾弾

○現皇室典範の改正(現宮家への旧宮家男子の養子容認への改正)によって皇統

の男系護持努力を(皇室典範は憲法の下位法ではなく同等の法典化)／旧宮家

復籍検討／皇室への不敬罪制定／宮内庁を宮内省に

○新風・第二次憲法試案並びに皇室典範改正試案策定済(別冊子有り)

戦後体制とは？

大東亜戦争敗戦後のアメリ

カ軍による占領政策

戦後体制打破なくして日本は真の

独立主権国家たり得ない！！

日本弱体化を意図した現行占領憲法の押しつけ

軍隊解体、農地改革、財閥解体、教育改悪、神道指令による教条

的政教分離、教育勅語失効、国語改悪、東京裁判による自虐史観

普及、言論検閲による世論の悪誘導

“欺瞞的平和憲法・現行占領憲法＋保護国条約・日米安保条約”体制

日本弱体化意図の英文翻訳押し付け憲法が国民精神の無国籍化と利己主義を助長。国

家主権の基本である軍隊を否定し、米国による保護国条約・日米安保条約への依存は

経済至上主義を蔓延させて“今だけ・自分だけ・損得だけ”の社会風潮を蔓延らせて

ゐる。

ã
＝
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現憲法は、昭和20年8月の敗戦によりアメリカが日本に押し付けたものであり、日

本がアメリカに二度と刃向かはないやうに策定されました。以後、日本人は軍備を防

衛と言ふ言葉に置き替へ、独立主権国家として当然の国を自ら守る気概を忘却して今

日に至つてゐます。ロシアのウクライナ侵略に見られる如く平和を祈念するのみで、

他国の公正と信義を信頼して自国の安全を図らうとする事は、自国の自衛権を放棄す

る自殺行為に他ならず、国家・民族を滅亡に導く愚かな行為以外何ものでもありませ

ん。

東アジアにおいては、中華人民共和国は既に多数の核ミサイルを我が国の各都市に

照準を定めて配備を完了し、海軍力を増強、尖閣諸島略奪を企図してわが国領海への

侵入を頻繁に行つて軍事的圧力を強めてをり、台湾侵攻をも明言して力を以て我が国

や台湾を従属下におくべく画策してゐます。北朝鮮は日本人同胞を拉致するといふ極

悪非道な犯罪に対して謝罪をするどころか、日本全域を射程に捉へたミサイルで我が

国を恫喝してゐます。ロシアは不法に北方領土を占領し、返還する意思を全く有しな

い傲慢不遜な国であり、韓国は嘘で塗り固めた歴史観を恥ぢらひもなく主張して(慰安

婦問題・徴用工問題その他)、竹島占領を正当化する欺瞞の国家です。

軍事力なき外交は蟷螂の斧です。国連が全世界を統治し裁判権・警察権を有する事

は一種の理想ではありますが、現実の国連は利害の輻輳する各国の集合体に過ぎず、

国連による戦争・紛争抑止は歴史上不可能事である事が証明されてゐます。

領土を防衛奪還し、拉致者を救出するといふ正当な国家主権を行使するためには、

正式な“国軍”を保持しなければならないことは国際社会の常識です。そして核の問題

も論議を避けてはなりません。差し迫る東アジア各国の軍事的脅威からわが国の存立

を守ることが外交の最優先課題として国民挙げての認識とならなければなりません。
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○自衛隊を正規の軍隊に(徴兵制は国民の基本的義務、志願制は平時の選択肢)

／核武装推進／武器輸出の解禁と自主開発強化／当面の自衛隊法に軍法・領

海警備法を／戒厳令の必要

○自衛隊と海上保安庁(現国土交通省)・警察庁とは法的連携下に

○日米安保条約を双務条約化へ／米軍基地縮小へ(沖縄基地は日本自らの国軍

基地に)

○北方領土・竹島・尖閣列島に対する露・韓・中共の侵略に断固たる対応、口

先遺憾外交糾弾／日本漁船の安全操業確保

○サイバー攻撃への対抗策推進

○国防予算GDP２％化／防災都市化を強力に推進

○靖国神社祭祀を国家祭祀に(“英霊に感謝する日”制定)／遺骨収集の完遂／

宮沢・村山・河野談話撤回

○国連の敵国条項削除要求／国連分担金の低減要求／常任理事国制撤廃

○資源確保の積極的な対中東・アフリカ・太平洋諸島外交を

○海洋政策・海運力の強化を(津軽・大隅海峡他を12海里領海に)

○北朝鮮に拉致された同胞救出のために武力行使を辞さず／北朝鮮への制裁の

完全実行、政府の不作為追求、国内協力者の逮捕、朝鮮総連・朝鮮学校の解

散、北朝鮮資金の温床たるパチンコ産業の規制強化

○わが国や企業への不当なる戦時賠償請求拒否／在外日本企業への法外な圧力

排除／韓国・中共の産業廃棄物垂れ流し阻止／日韓トンネル反対

○民族自決権尊重―台湾・チベット・東トルキスタン(ウイグル)・南モンゴル

・香港独立支持／台湾の国連加盟推進、日台連帯の台湾関係法制定

○公務員国籍条項撤廃反対／外国人地方参政権付与反対

○スパイ防止法制定／国家の情報機関強化(情報省創設)
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戦後体制を容認し続けて来た自民党政権の堕落の結果、かつて成立した民主党政権

は、その担当3年余の間で政治の劣化を一段と鮮明にさせました。その後わが国の足許

を見透かした中共・ロシア・北朝鮮・韓国からの露骨な軍事的外交圧力が加へられ続

けてをり、平成25年年初から政権与党に復した自民党・公明党連立政権も米国頼みで

有効な対応姿勢を示してをりません。東日本大震災からの復旧復興は、原発問題への

対策も含めて責任と方針が不明確なまま大幅な遅滞をもたらしてゐます。

要は、自・公与党と民主党が分裂して生じた野合野党はもちろんのこと他の政党も

「同じ穴の狢」であり、政官財労が戦後体制といふ癒着構造の中で権力を奪ひ合つて

ゐるに過ぎません。地方自治体においても、ボス的な地方議員を始め自治体の幹部や

地元経済界、さらには種々の圧力団体・自治労、部落解放同盟などが癒着して行政を

既得権益化してゐます。

このやうな現状にメスを入れぬまま道州制の導入など形式的に地方分権を推進した

ところで、行政の効率化を達成することはできません。そればかりか、相対的に中央

政府を弱体化させ、国家解体に繋がりかねないのです。今こそ、小手先の「改革」を

排し、利権と保身にまみれた戦後政治の在り方を根底より改め、国家百年の大計に基

づく真の政党政治及び地方自治を確立する時です。

国民の近視眼的感情によつてなされる政権交代は、実質的な政治の変化をもたらす

ものではなく、いづれも政権維持のための大衆迎合的な選挙対策的施政に終始し続け

てゐます。自民党と公明党との連立政権などその極みでせう。国民が生活感情に基づ

いた選挙判断を為すことは当然ですが、それを裏付ける国家意志への賢明なる理解、

即ち国家協同体への理解と信頼を政党が真摯に国民に訴へる姿勢なくしては真の政治

指導力の発揮も有り得ません。それが国民に連帯と希望を提示し得ない今の政治の劣

化の現状です。そして、政治の劣化を正す第一歩として、保身政治に堕してゐる政党

政治・選挙制度の在り様を改め、戦後体制といふ軛からの脱却が国家意志として示さ

れねばなりません。
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○人より政党を選ぶ選挙制度実施(政党の地域代表を候補者個人が体現)・衆議

院の完全比例代表制化(2％得票以上で政党要件、拘束名簿制)／参議院は政

党から自立した元老院的な存在に／国会の通年開催化

○首相公選制反対／厳格な政党法制定／選挙投票権は20歳に復す／投票の期日

前投票の奨励、企業からの投票奨励／安易なる住民直接投票反対

○無駄のない政府・行政制度を／官僚天下りの悪しき温床・特殊法人の存続徹

底精査／国と地方の役割分担見直し(税源の地方移譲)

○低投票率対策

○道州制反対／“地域主権”反対／地方行政の主体的自立化努力、広域行政機

構推進

○政官界汚職体質払拭／行政官僚の公僕意識確立を(天皇の臣下意識)

○地方議員は実費給付制に(地方議員兼職化・議会の休日夜間開催)



- 8 -

バブル崩壊以降、わが国の経済はずつと低迷したままです。ここ四半世紀の名目GD

Pの伸び率を見ても1.0倍、全く伸びてゐません。その間諸外国では、中国15.8倍、韓

国4.2倍、アメリカ2.8倍、イギリス2.5倍、ドイツ1.8倍など、程度の差こそあれ伸び

てをります。わが国だけが世界の経済成長から取り残されてゐるのです。

なぜわが国の経済はこれほどまで低迷してゐるのでせうか。それは自公政権が、デ

フレ下にあつて、デフレをさらに悪化させる経済政策ばかりを行つてきたからです。

そもそもデフレとは、需要不足、つまり人々が消費や投資をためらひ、世の中のお

カネの流れが滞つてゐる状態です。であるならば、デフレ脱却のためには、消費や投

資を喚起しておカネの流れを潤滑にする政策を行ふべきところ、消費増税によつて国

民の可処分所得を減らし、非正規雇用の拡大や外国人労働者の受け入れによつて労働

者の賃金を安く抑へて生活のゆとりを奪ひ、コロナ禍といふ非常事態にあつてすら国

民生活を守るための財政支援を出し渋る姿勢にも見られるやうに、国民がおカネを使

ひたくても使へない状況を作り出してきました。さうして消費が滞り、企業がモノを

作つても売れないのであれば、企業が生産力を上げるための投資を行はないので、生

産力が増えないまま国全体の生産力＝GDP（国内総生産）も全く伸びてゐないのです。

コロナ禍で世界中の経済が大打撃を受けましたが、諸外国の経済はすでに回復しつ

つある中、またもやわが国だけが遅れをとつてゐます。自公政権の失政によつて国民

生活が疲弊し、おカネを使ひたくても使へない、あるいは将来に対する不安からおカ

ネを蓄へておきたい、さうしたことから、おカネの流れが滞つて経済が回復しないの

です。

そのやうに、緊縮財政主体の経済運営を行ふ自公政権による愚かしい亡国棄民政策

をこれ以上看過できません。

新風は、「経世済民」すなはち世の中を正しく治め、民衆の生活を守るといふ「経済」

の原点に立ち返り、消費税の廃止をはじめ、日銀による国債買入を財源とする積極財

政への転換によつて医療体制の充実、防災インフラの強化、武漢ウイルス禍による格

差拡大の是正を図り、国民の不安を解消し、経済を復興させて、未来に希望を持てる

国づくりを行ひます。
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○独立国としての経済主権回復(米国の国益に奉仕させられてゐる対日年次改

革要望書及び中国の一帯一路政策加担反対─関税自主権の再評価)／円の基

軸通貨圏推進

○緊縮財政から積極財政への転換(国債は国民の借金ではない)・脱デフレ政府

紙幣発行の検討／消費税廃止

○グローバル経済から国民経済主体へ／成長政策の積極的展開

○金融投機に振り回されない物づくり実体経済強化(AI・IOTシステム強化)／

規律ある経済競争を／外資による重要企業買収への防御／大企業の行き過ぎ

た節税批判／内部留保課税で賃上げを促進／金融取引税／累進課税強化

○経済安全保障制確立

○航空・防衛産業などの重要産業の自主権回復／海運業の強化／大企業と中小

企業の共存共栄策／中小企業の人手不足・後継者不足対策として合併推進及

び協同組合化推進／世界一安全な原子力エネルギー政策の確立／産官学共同

による新エネルギー他の科学技術開発強力推進

○相互扶助的社会保障制度の模索(ボランティアの時間積立相互システム化を)

／低負担の公営保育所大幅増設(待機児童零化)

○経済格差是正(非正規勤労者問題)／年金・健保・介護保険制度を国営一元化

(成人国民全加入)し、基礎部分の税負担化と自助努力保険の並行システム化

／医療制度は公営・民営の最適組合せで(掛かり付け医制度)

○最低賃金の大幅増額と全国統一額化(中小企業への支援対策)／職業訓練の無

償制度充実／雇用保険・労働保険の国営一元化／労働者派遣法は専門的業種

に戻す

○ベーシックインカム制度の検討(公正かつ簡素な税制を)／税金の無駄使ひ対

中国支援中止(毒ガス対策他)／ODA事業全般の有効性精査

○移民容認に直結する外国人労働者受入拡大反対

○東京一極集中型社会から地方多極型社会への転換(地方の活力回復―文化共

同体としての集落・地方都市と大都市圏の経済的共存の最適構成模索)

○低所得者向け低家賃住宅建設推進／生活保護を金銭補助から物的補助への転

換(住居・就活・医療・教育)で真の弱者救済制度に(貰ひ得的国民意識劣化

の是正)／外国人の生活保護条件厳格化／各種連帯保証人制廃止

○道路他のインフラ整備・公共事業の適正な実施─水道法改悪是正／郵政民営

化の見直し／新しい賭博IR反対
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外交・防衛・義務教育は国家一元管理でなければ国の存立は危ふくなります。外交

・防衛は曲がりなりにも国家一元管理ですが、義務教育は今や地方管理と言つても過

言ではありません。新風は義務教育を国家一元管理とし、無償・公平・機会均等を実

現、国民の教育への不安と疑念を除去、先生方には安心して職務に励んで戴き、以て

教育立国を目指します。そのために教育基本法を再度改正し、日本人としての誇りを

育てる義務教育の確立が図られなければなりません。

かつて教育者は聖職者か労働者かとの議論がありました。法律上は労働基準法下の

職業ですから労働者ですが、そこには権利主張だけで子供への教育的視点はありませ

ん。様々な可能性を秘めた幼少の子供に接する重大な使命を帯びた義務教育の先生方

には、労働基準法外の職業として特別の地位と給与を法的に保証しなければなりませ

ん。

昨今の子供の学力崩壊は、現行占領憲法をはじめとする様々な法律を遠因とし、更

にここ二十年ぐらゐの間に「ゆとり教育」と称して実施された週休二日制で国語や数

学など従来学校で重視された教科の時間を大幅に削減し、生きる力や国際力を育むな

どと生活科・総合科や英語を国語や数学などの大事な教科と同等に位置付けてからで

す。同時に、義務教育期間には職業教育も取り入れる必要もあります。

また、本来国で管理運営すべき義務教育を地方自治体に大きく依存してゐる現状で

は、本来公平・平等・無償の義務教育が地方自治体の財力差により、例へばどこの自

治体でも実施できない土曜日の補習が東京都では公費で実施されたり不公平が罷り通

ってゐます。この差を一刻も早く解消し、全国均一公平無償の義務教育を実施しなけ

ればなりません。居住地による義務教育の格差は断じて許されるものではありません。

そのために高校授業料無償は見直します。

そして、高等教育は多様な選択、転進可能な複線型としなければなりません。又、

大学教育における効率一辺倒の近視眼的な実学優先方針及び短期的研究結果優先方針

は国と社会の重層的可能性の芽を摘む短慮であり、見直さなければなりません。
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○自虐史観からの脱却を／日本の国柄に即した歴史教育の実施

○国旗国歌教育の義務化／反日教育の是正／教育勅語失効決議は無効

○義務教育は国定教科書で教科書検定制度の見直し(自虐史観教科書制度)

○義務教育は国の管理運営によつて全国均一化と無償化実現

○教育基本法再改正／公共心教育の実施

○いぢめ・不登校問題への対応

○元号表記を大切に

○正しい国語教育の強化を／国語の正統表記復活

○健全なる人格形成と学力水準を高める教育を

○教師養成の教育大学を師範学校化／教師の特別公務員化を／教師の過重勤務

状態(学校に対するクレーマー対策、クラブ活動指導の適正化)の是正

○学校の週六日制復活／小学校の英語教育反対

○高等学校教育は地方自治体の教育行政及び私立学校法人の権限裁量を拡大す

る

○多様な教育制度の確立を／職業教育の充実推進

○外国人留学生主体の濫造大学の整理／大学教育の質的向上─効率一辺倒の独

立行政法人化の見直し／基礎研究予算の増額／大学生への返済不要の奨学金

制度拡充

○青少年の薬物汚染防止

○日本学術会議問題

○大学への孔子学院設置反対
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戦後、GHQが日本に押しつけた悪法に、「日本国憲法」と並んで家族制度を崩壊さ

せた「民法改正」があります。即ち、家督相続制度を廃止して、遺産相続制度にした

ことです。家督相続は、遺産は基本的に長男が相続しますが、その代はり長男は親の

面倒を見、先祖の墓を守つたのです。遺産相続は兄弟が平等に遺産を相続しますが、

親の面倒を見る子供を特定しないため、孤独な老人問題が発生しました。また、核家

族化したため子育てに未熟な若い親が子供を虐待するケースも増えてゐます。このや

うに子供は非行化し、長ずると逆に親を虐待するやうになります。「夫婦別姓法案」は

この核家族すら破壊する家族崩壊法案です。家族崩壊は社会の崩壊、日本崩壊を導き

ます。新風は「家督相続制度」を復活して、日本の良き伝統的家族を取り戻します。

もう一つの日本解体法が「優生保護法」です。当時、占領軍に強姦された日本女性

が中絶を行はざるを得ない事情もありましたが、中絶を合法化することによつて日本

人の人口を減少させる意図があつたことも明らかです。「優生保護法」（平成8年より「母

体保護法」）によつて戦後約一億人の胎児が抹殺されてゐます。戦後70年を経て、少

子高齢化が大きな問題となつてゐる今日、「母体保護法」を排して「胎児保護法」の制

定が必要です。受胎した胎児は立派な人間です。堕胎は親が子を殺す尊属殺人であり、

日本社会退廃の一因です。また、同性婚を法的に認知させやうとするなど性的少数者

の権利を主張する傾向が顕著ですが、それらに対する差別があつてはなりませんが、

社会制度として法的に確定することは社会秩序上慎重でなければなりません。

加へて、公明党や野党などは外国人参政権を実現させやうとしてゐます。反対派の

中には帰化条件を緩和すれば良いと言つてゐる人がゐますが、現在の帰化条件の下で

の帰化には危ふいものがあります。即ち、現行占領憲法に「国防の義務」がないこと

にも起因してゐますが、国家への忠誠義務の条件がないのです。最低限、口頭及び書

面で国家への忠誠義務を誓はせるべきです。

また自公政権は外国人労働者受入拡大へと入管法を改変しましたが、必ず移民容認

に直結します。欧州の例からも明らかな様に文化社会秩序が混乱し、国民国家崩壊の

危機をもたらすことが確実に予想され、絶対に容認してはなりません。言はれるとこ

ろの多文化共生社会とは、郷に入れば郷に従ふといふ普遍的価値観を覆して移民側の

一方的な文化・宗教侵略を容認してゐるのが実情です。わが国においては戦後民主主

義の安易な風潮がその傾向を一段と促進することでせう。

昨今、外国人による山林などの国土購入が水面下で進行してゐますが、国防上の見
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○夫婦別姓反対／家督相続制度復活／行き過ぎた男女共同参画法廃止

○人権救済法案反対(逆差別化の恐れ)／ヘイトスピーチ法反対／制度としての

同性結婚許可・性同一性障害者認知反対

○民族の活力を保持するための大胆な少子化対策─結婚・出産支援／安易な中

絶反対

○不法滞在外国人への断固たる対処／入国管理体制強化／外国移民受入反対─

技能実習生・特定技能者制度を含めた適切な入管法への見直し

○在日特別永住許可を廃止／帰化・永住権付与条件の厳格化

○国民に大きな負担を強いる裁判員制度反対

○死刑制度堅持・厳正執行

○外国人(特に中国人・韓国人)による国土購入の禁止法制定を緊急に

○公地制(土地の私有権制から利用権制へ)への移行検討

○伝統的祝祭日復活(現行祝日法改正)／伝統的価値観による働き方の見直し

○足るを知る社会規範の大切さ啓蒙

地からも禁止すべきです。またバブル経済時代、土地が投機の対象とされ、バブルを

一段と加熱させましたが、元来大地は公のものであり、社会の共有基本財産であると

いふ価値観への転換がなされるべきでせう。

また大都会集中の人口動態が著しく、地方社会が衰退しそれが若年人口減少傾向に

拍車をかけてゐます。地方共同体社会は日本文化の基盤であり、地方社会衰退は日本

文化の形骸化をもたらし、ひいては国力の劣化にもつながります。若者が安心して結

婚し出産して家庭生活を営める様大胆な施策が必要です。

いづれにせよ、戦後、民主的とか進歩的、国際化などと称して否定され続けて来た

日本の伝統的社会秩序の在り方・価値観を改めて見直し回復して行く必要があります。
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ほんの四、五十年前まで、日本中の山や川には野生動物が活き活きと生息してゐま

した。現在の日本では、小川は99％消滅してしまつてゐます。緑の列島と称される現

在の山林は、戦後の拡大造林といふ国策によつて作られた杉と檜だけの人工林が大半

なのです。そして春の花粉症激増をもたらしてゐます。人工林の中は真昼でも薄暗く、

地面には雑木どころか草も生へてゐません。動物は勿論虫一匹全く棲めず、保水力も

なく山崩れしやすい大変な状況です。実のなる広葉樹が自然にバランス良く生へ、地

面にも様々な植物が生ひ茂り、そこには虫もゐて野生鳥獣がエサに事欠くことがなか

つた人工林にする前の奥山の森に戻さなければなりません。昨今の夏季の豪雨による

山崩れ土砂災害の一因でもあります。

自然環境との共生は日本文化の基本であり、古来日本人は山や川を御神体とも仰ぎ、

畏敬の念をもつてその恵みを受けて参りました。世界にも希な素晴らしい日本の自然

…、それを回復し守るといふことは、そこに棲む野生生物・野生動物の生息を回復し

て行くことで証明されます。

また、自然環境を保持するためには、農山漁村の在り方が重要です。食料安全保障

の面からも文化共同体の面からも地域村落共同体として農山漁村が国の社会秩序の基

本単位として充分に存立して行かなければ、自づと自然も荒廃します。既に限界集落

の存在が大きな問題となつてをり、農林漁業を改めて希望のある産業として再生でき

るかどうか、瀬戸際にあります。特に種子法が改悪されて外資に農の基本である種子

が売り渡され、わが国農家が外資の支配の餌食にされかねない事態となつてをります。

農林漁業行政の在り方が今こそ真剣に問はれなければなりません。党利党略のための

安易な補助金行政を断ち切り、“農は国の大本”であるといふ基本認識による農林漁業

の在り方を確立しなければなりません。

地球温暖化の弊害が世界的課題とされ、脱炭素化社会へむけての様々な試みが行は

れ様としてゐますが、闇雲に時流に乗るのではなく、エネルギー輸入大国日本として

冷静なエネルギー政策の検討が必要です。
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○自然環境との共生は日本文化の基本／山と川に動物を蘇生させよう(但し、

獣害対策が必要)

○農漁村共同体社会は日本社会の基本単位

○持続可能な経済社会構築を／省エネ・環境対策推進／安易な脱炭素社会化反

対(小規模原発建設推進)

○過度な太陽光・風力発電反対／多様な水力発電を重要な柱に

○農は国の大本、伝統的食文化を見直さう／地産地消を原則(食糧の完全自由

貿易反対)／米飯給食の全面的実施／安易な食糧輸入を排し安全性と自給率

及び備蓄向上の食糧政策確立─種子法改悪是正／米消費量拡大へ国民の意識

改革、農家への安易な補助金行政是正(産業としての農業の活性化)／農業法

人への参入容易化、青年の農林漁業参入の積極的支援／現代版屯田兵制導入

／山と海を汚染から護り環境政策としての農林漁業の振興を／現農協を解体

し、原点回帰へ改組／有機農業推進

○中山間地農林業は環境政策の対象に(保水機能・景観等々)

○漁業資源の保護／養殖産業推進／商業捕鯨の推進(国際捕鯨委員会への影響

力拡大へ)

○林業の公社化(全国の荒廃しつつある山林の保護育成)


